
柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則をここ

に公布する。 

 

  令和５年１２月８日 

 

                        柴田町長  滝 口   茂 

 

柴田町規則第２１号 

 

柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する

条例（令和５年柴田町条例第２４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

２ 条例第２条第７号に規定する行政区とは、柴田町行政区長会規則（令和２年柴田町規

則第４号）第２条に規定する行政区をいう。 

（発電出力） 

第３条 条例第７条に規定する発電出力は、実質的に一体と認められる場所で、複数の再

生可能エネルギー発電設備に分割して設置（既存の再生可能エネルギー発電設備を増設

する場合を含む。）する場合は、合算した発電出力とする。 

（抑制区域） 

第４条 条例第８条第１項の再生可能エネルギー発電設備の抑制区域は、別表に掲げる区

域とする。 

（事業の内容等の軽微な変更） 

第５条 条例第９条第２項ただし書に規定する規則で定める軽微なものは、再生可能エネ

ルギー発電設備の発電出力の縮小のほか、町長が認める軽微な変更とする。 

（事業者への意見の申出） 

第６条 地域住民等は、条例第９条第３項の規定により意見を申し出るときは、説明会



（同条第１項又は同条第２項に規定する説明会をいう。以下同じ。）があった日から起

算して１４日以内に、地域住民等意見書（様式第１号）を事業者へ提出するものとす

る。 

２ 事業者は、前項に規定する地域住民等意見書の提出があった場合、条例第９条第４項

の見解書（様式第２号）を作成し、当該地域住民等意見書の提出があった日から起算し

て１４日以内に、当該地域住民等へ提出の上、協議を行うものとする。  

３ 事業者は、前項の見解書を提出したときは、対応状況報告書（様式第３号）に、地域

住民等意見書の写し及び見解書の写しを添えて、条例第１０条第１項の規定による事業

実施に係る届出の際に町長へ報告しなければならない。 

（協議の届出） 

第７条 条例第１０条第１項の必要な書類とは、協議届出書（様式第４号）に、次に掲げ

る書類を添付したものをいう。 

（１） 事業計画書（様式第５号） 

（２） 説明会報告書（様式第６号） 

（３） 確約書（様式第７号） 

（４） 事業者が法人にあっては、法人の登記事項証明書 

（５） 事業者が個人にあっては、住民票抄本 

（６） 位置図 

（７） 現況写真 

（８） 事業区域全域の公図 

（９） 事業区域全域の土地の登記事項証明書 

（１０） 土地の合意取得状況について確認できる書類(契約書等の写し) 

（１１） 土地所有者等の承諾書（土地所有者が事業者と異なる場合）（様式第８号） 

（１２） 土地利用計画図（縮尺が１，０００分の１以上の平面図） 

（１３） 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図（縮尺が１，０００分の１以上

の平面図、縦断図及び横断図） 

（１４） 建築物又は工作物の設計図（平面図、立面図及び断面図） 

（１５） 事業影響予測図（騒音、振動、電磁波、反射光等に係るもの） 

（１６） 流量計算書 



（１７） 排水計画図（平面図及び断面図） 

（１８） 排水施設構造図 

（１９） 排水に係る放流承諾書 

（２０） 工事施工方法書（計画書）（作業の方法及び工法を示したものをいう。） 

（２１） 維持管理（保守点検）計画書 

（２２） 維持管理（保守点検）費用及び廃棄等費用積立て計画書 

（２３） 事業に関する法令等による許認可等を受けているときは、その写し 

（２４） 事業区域内に抑制区域を含むときは、抑制区域の対策に関する申出書（様式

第９号） 

（２５） 事業区域及びその周辺の状況 

（２６） 地域住民等への説明状況 

（２７） 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律

第１０８号）第９条第４項に基づく認定通知書 

（２８） その他町長が必要と認める書類 

２ 事業者は、条例第１０条第３項の規定により協議した事項の変更を行うときは、変更

協議届出書（様式第１０号）に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて

町長に提出しなければならない。 

３ 事業者は、前２項の協議の届出について正副２通を作成し、町長に提出しなければな

らない。 

（協議結果の通知） 

第８条 条例第１１条第１項の規定による通知は、協議結果通知書（様式第１１号）によ

り行うものとする。 

（工事に係る着手等の届出） 

第９条 条例第１２条の規定による届出は、工事（着手・完了・中止・再開）届出書（様

式第１２号）により行うものとする。 

（維持管理） 

第１０条 条例第１４条第１項に規定する維持管理とは、次に掲げるものをいう。 

（１） 事業区域に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェンス等

を設置すること。 



（２） 事業区域から土砂等を流出させないこと。 

（３） 災害、事故等に速やかに対応できるよう、事業区域の境界の内側に、巡視、点

検のための管理用通路を設けること。 

（４） 緊急対応マニュアル及び緊急連絡網を作成すること。 

（５） 事業区域の定期的な除草及び清掃を行うこと。 

（６） 再生可能エネルギー発電設備の適切な保守点検を行うこと。 

（７） 事業区域内で除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響

が及ぶことがないよう十分配慮すること。 

（地位の承継の届出） 

第１１条 条例第１５条の規定による届出は、承継届出書（様式第１３号）により行うも

のとする。 

（事業の終了等の届出） 

第１２条 条例第１６条第１項の規定による届出は、事業終了届出書（様式第１４号）に

関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 条例第１６条第２項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書（様式第１５号）

に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（身分証明書） 

第１３条 条例第１７条第２項の証明書は、身分証明書（様式第１６号）によるものとす

る。 

（助言、指導又は勧告） 

第１４条 条例第１８条第１項の助言又は指導は、助言・指導通知書（様式第１７号）に

より行うものとする。 

２ 条例第１８条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第１８号）により行うものと

する。 

（公表） 

第１５条 条例第１９条第１項の規定による公表は、柴田町公告式条例（昭和３１年柴田

町条例第１号）に定める掲示場における掲示及び町ホームページへの掲載により行うも

のとする。 

（弁明の機会） 



第１６条 条例第１９条第２項の弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書（様式第

１９号）により行うものとする。 

２ 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするとき

は、当該通知を受けた日から起算して１４日以内に、公表に係る弁明書（様式第２０

号）により弁明するものとする。 

（その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

  



別表（第４条関係） 

抑制区域 

１ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１

号に規定する農用地区域（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省令第４６号）第５条第１項第９号の

２に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。） 

２ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項に規定する保安林 

３ 自然環境保全条例（昭和４７年宮城県条例第２５号）第２３条第１項に規定する

緑地環境保全地域 

４ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第９条第１項に規

定する土砂災害特別警戒区域 

５ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地すべり防

止区域 

６ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条

第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

７ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する砂防指定地 

８ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域及び同法

第５４条第１項に規定する河川保全区域 

９ 柴田町景観条例（令和３年柴田町条例第１号）第４条に規定する景観計画の区域 

１０ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条第１項に規定する周知の

埋蔵文化財包蔵地又は同法第１０９条第１項に規定する史跡、名勝又は天然記念物

が所在する土地 

１１ 文化財保護条例（昭和５０年宮城県条例第４９号）第３２条第１項又は柴田町

文化財保護条例（昭和４３年柴田町条例第６号）第３５条第１項に規定する史跡、

名勝又は天然記念物が所在する土地 

１２ その他町長が必要と認める区域 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

地 域 住 民 等 意 見 書 

 

                                 年  月  日 

 

           殿 

 

 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第９条第３項の

規定により、貴殿の事業計画に対し、次のとおり意見します。 

 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

説 明 会 開 催 日 時       年  月  日  時  分～  時  分 

説 明 会 開 催 場 所  

意   見 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

見 解 書 

 

                                 年  月  日 

 

           殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

    年  月  日にご提出いただきました地域住民等意見書について、柴田町自然

環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第９条第４項の規定により、

見解書を提出します。 

 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

説 明 会 開 催 日 時       年  月  日  時  分～  時  分 

説 明 会 開 催 場 所  

意 見 に 対 す る 見 解 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

対応状況報告書 

 

                                 年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 地域住民等意見書に対する見解書を提出しましたので、柴田町自然環境等と再生可能エ

ネルギー発電事業との調和に関する条例第１０条第１項の規定により、関係書類を添えて

報告します。 

 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

説 明 会 開 催 日 時       年  月  日  時  分～  時  分 

説 明 会 開 催 場 所  

見 解 書 提 出 件 数      件 

添付書類 地域住民等意見書の写し、見解書の写し、その他関係書類 

 

 

 

 

 

  



様式第４号（第７条関係） 

 

協 議 届 出 書 

 

   年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１０条第１項

の規定により、下記の事業について関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

事 業 区 域 の 面 積              ㎡

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 

発 電 設 備 の 種 別 

１ 太陽光 ２ 風力 ３ 水力 ４ 地熱  

５ バイオマス ６ その他 

想 定 発 電 出 力              ｋＷ 

想 定 年 間 発 電 電 力 量              ｋＷｈ

再生可能エネルギー電気の利用

の促進に関する特別措置法第９

条第１項の規定による申請をす

る日 

    年  月  日 

工 事 着 手 予 定 日     年  月  日 

工 事 完 了 予 定 日     年  月  日 

 

  



様式第５号（第７条関係） 

事 業 計 画 書 

 

１ 設置者及び関係者の概要 

項 目 内 容 備 考 

事 業 名   

事
業
者 

（ふりがな）  
氏名（法人その他団体の場
合は事業者名） 

  

代
表
者
※ 

役 職   

（ふりがな）  

氏 名 
  

住所(法人その他団体の場合
は主たる事務所所在地） 

（〒   －   ）  

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

施
設
管
理
者
（
事
業
者
と
異
な
る
場
合
の
み
記
入
） 

（ふりがな）  
氏名（法人その他団体の場
合は事業者名） 

  

担
当
者
※ 

役 職   

（ふりがな）  

氏 名   

住所(法人その他団体の場合
は主たる事務所所在地） 

（〒   －   ）  

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

土
地
所
有
者
等 

（ふりがな）  
氏名（法人その他団体の場
合は事業者名） 

 複数の場合は
別紙を添付 

担
当
者 
※ 

役 職   

（ふりがな）   

氏 名   

住所(法人その他団体の場合
は主たる事務所所在地） 

（〒   －   ）  

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

※印の欄は、法人その他団体の場合に記載してください。 



２ 事業区域の概要 

  

項 目 内 容 備 考 

所
在
地 

地名地番   

住居表示   

事業区域の面積                ㎡  

事業区域の現況 

（地目） 
 

 

上記のうち 

森林 有 ・ 無 

森林計画区 該当 ・ 非該当 

保安林の指定 有 ・ 無  

保安林の種類（        ） 

 

湧   水  有 ・ 無  利用状況（          ）  

井   戸  有 ・ 無  利用状況（          ）  

温 泉 源  有 ・ 無  利用状況（          ）  

用 水 路 

 有 ・ 無  名称（          ） 

 利用状況（       ）     

 管理者等（       ） 

 

排 水 路 

 有 ・ 無  名称（          ） 

 利用状況（       ）  

管理者等（       ） 

 

河   川 
 有 ・ 無  河川名（          ） 

 河川管理者名（              ） 

 



３ 施設の概要 

項 目 内 容 

発電設備の種別 □太陽光 □風力 □水力 □地熱 □バイオマス □その他 

設置形態 □平地 □斜面地 □水面 □その他（    ） 

敷地所有 □自己所有地 □借地 □その他（    ） 

従前の土地利用 □森林 □田畑 □宅地 □その他（    ） 

想定発電出力 ｋＷ 

想定年間発電電力 ｋＷｈ 

接続先 

（電気事業者） 

附属施設 名称  面積 
㎡

接続道路 道路名  幅員 

雨水放流先  

 

 

４ 工事期間 

 

 

５ 管理方法等の概要 

項 目 内 容 備 考 

維持管理・保守点検   

維持管理・保守点検

費用及び廃棄等費用

の積立 

※別途、施設の維持管理・保守管理費用及

び廃棄等費用の積立計画書（様式自由）を

作成して添付すること。 

 

 

項 目 内 容 備 考 

工事着手予定日         年    月    日  

工事完了予定日         年    月    日  



６ 事業終了後における計画概要 

項 目 内 容 

事業終了予定日 年    月    日 

発電設備の撤去 

予定日 
年    月    日 

撤去後の計画 

廃棄物の処理について 

（想定される廃棄物の種類 

及び適正処分の方法）

 

整地、緑化、修景等について  

 

 

７ 抑制区域の確認状況 

項目 
区域の該当

有無 
確認日 許可日 

確認・手続先 

（部署・担当者名） 

農業振興地域の整

備に関する法律

（昭和４４年法律

第５８号）第８条

第２項第１号に規

定する農用地区域

（電気事業者によ

る再生可能エネル

ギー電気の調達に

関する特別措置法

施行規則（平成２

４年経済産業省令

第４６号）第５条

第１項第９号の２

に規定する特定営

農型太陽光発電設

備を設置する場合

を除く。） 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日

  

森林法（昭和２６

年法律第２４９

号）第２５条第１

項に規定する保安

林 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日

 



自然環境保全条例

（昭和４７年宮城

県条例第２５号）

第２３条第１項に

規定する緑地環境

保全地域 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日

 

土砂災害警戒区域

等における土砂災

害防止対策の推進

に関する法律（平

成１２年法律第５

７号）第７条第１

項に規定する土砂

災害警戒区域及び

同法第９条第１項

に規定する土砂災

害特別警戒区域 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日  

地すべり等防止法

（昭和３３年法律

第３０号）第３条

第１項に規定する

地すべり防止区域 

有 ・ 無 
 年 月 

日
年 月 日  

急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に

関する法律（昭和

４４年法律第５７

号）第３条第１項

に規定する急傾斜

地崩壊危険区域 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日  

砂防法（明治３０

年法律第２９号）

第２条に規定する

砂防指定地 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日

 

河川法（昭和３９

年法律第１６７

号）第６条第１項

に規定する河川区

域及び同法第５４

条第１項に規定す

る河川保全区域 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日

 



柴田町景観条例

（令和３年柴田町

条例第１号）第４

条に規定する景観

計画の区域 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日  

文化財保護法（昭

和２５年法律第２

１４号）第９３条

第１項に規定する

周知の埋蔵文化財

包蔵地又は同法第

１０９条第１項に

規定する史跡、名

勝又は天然記念物

が所在する土地 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日  

文化財保護条例

（昭和５０年宮城

県条例第４９号）

第３２条第１項又

は柴田町文化財保

護条例（昭和４３

年柴田町条例第６

号）第３５条第１

項に規定する史

跡、名勝又は天然

記念物が所在する

土地 

有 ・ 無 年 月 日 年 月 日  

その他町長が必要

と認める区域 
有 ・ 無 年 月 日 年 月 日  

 

 

  



８ 環境配慮の検討状況 

(１) 地域とのコミュニケーションに関する事項 

項 目 実施の状況 
未実施の場合は 

その理由を記載 

事
業
予
定
の
周
知 

立地検討段階で住民等に対し、設備設置を計画し

ていることを周知している。 
未 ・ 済  

事業予定の周知の機会に住民等から土地や周辺環

境の状況についての情報や、計画に関する懸念事

項等の聞き取りを行っている。 

未 ・ 済  

事
業
計
画
案
の
説
明 

事業計画認定申請前の設計案を検討している段階

で住民等に対し、事業の概要や環境配慮の取組等

を含めた事業計画案の説明を行い、意見を聞き取

っている。 

未 ・ 済  

事業計画案の説明等を通じて住民等から寄せられ

た意見に対し、それらを勘案して採用する対策に

ついて住民等へ周知している。 

未 ・ 済  

説
明
結
果
等
の
記
録 

住民等へ説明を行った日時、対象地域や対象者、

説明を行った場所や説明資料、質疑応答の状況を

記録している。 

説明会を開催した場合は、出席者数も併せて記録

する。 

未 ・ 済  

 

 

(２) 設計段階における環境配慮対策に関する事項 

項 目 対策の有無 

対策をしていな

い場合はその理

由を記載 

土
地
の
安
定
性
へ
の
対
策 

切土・盛土を行う場合、法面の安定性の検討を十

分に行った上で安定化が図れる勾配や工法を決定

している。 

有 ・ 無  

地表水や地下水の状況等を踏まえ、適切な排水計

画を策定している。 
有 ・ 無  

工事中の土地の安定性を確保するため、地域の気

象、地形、地質等を考慮し適切に工事計画を立案

している。 

有 ・ 無  

対策を検討するに当たり、発電事業者や設計者、

施工者において技術的判断が難しい場合は専門家

に相談している。 

有 ・ 無  



濁
水
へ
の
対
策 

降雨時に事業区域外へ濁水が流出することのない

よう適切な排水計画を採用している。 
有 ・ 無  

洗掘や雨裂による土砂流出・濁水の発生を防止す

るため、法面保護工を行うなど土砂流出・濁水発

生防止策を講じている。 

有 ・ 無  

施工に際して、仮設沈砂池や濁水処理施設等（簡

易的なフィルター等を含む）を設置している。 
有 ・ 無  

工事中の降雨等による濁水の発生を低減するた

め、地域の気象、地形、地質等を考慮し適切な工

事を行う。 

有 ・ 無  

対策を検討するに当たり、発電事業者や設計者、

施工者において技術的判断が難しい場合は専門家

に相談している。 

有 ・ 無  

騒
音
へ
の
対
策 

パワーコンディショナ等の設置場所を調整してい

る。 
有 ・ 無  

パワーコンディショナ等に囲いを設けるなど住宅

等との境界部に壁を設置する等の防音対策を講じ

ている。 

有 ・ 無  

反
射
光
へ
の
対
策 

（
太
陽
光
の
み
） 

見通せる範囲に、住宅等の「まぶしさ」を懸念す

る建物・施設等がある場合にアレイの向きを調整

している。 

有 ・ 無  

アレイの配置を調整している。 有 ・ 無  

太陽光の反射を抑えた防眩（ぼうげん）仕様のパ

ネルを採択している。 
有 ・ 無  

住宅等との境界部にフェンス等を設置する又は植

栽を施している。 
有 ・ 無  

工
事
に
関
す
る
対
策 

同時に多数の建設機械が稼働したり工事用車両が

走行したりしないよう、できる限り工事計画を調

整している。 

有 ・ 無  

強風時の作業を控える、騒音を抑えた工法を採用

するなど作業時期や時間帯、工法について配慮し

ている。 

有 ・ 無  

工事用車両の走行は、周辺への影響が比較的小さ

いルートや時間帯とするとともに適切な速度で走

行するよう徹底している。 

有 ・ 無  

 



 

造成工事に伴う粉じん等を抑制するため、事業区

域内や工事用道路に散水を行うなどの配慮をして

いる。 

有 ・ 無  

造成工事に伴う粉じん等を抑制するため、事業区

域内や工事用道路に散水を行うなどの配慮をして

いる。 

有 ・ 無  

工事用車両はタイヤ洗浄を行い、粉じん等の発生

を抑制するとともに泥で周辺道路等を汚すことの

ないよう配慮している。 

有 ・ 無  

事業区域の周囲に仮囲いを設置し、粉じん等や騒

音の低減に努めている。 
有 ・ 無  

使用する建設機械は、低騒音・低振動型のものを

採用している。 
有 ・ 無  

景
観
に
関
す
る
対
策 

（
太
陽
光
の
み
） 

アレイの高さは、周辺景観との調和に配慮してい

る。 
有 ・ 無  

周辺景観との調和に配慮してアレイを配置してい

る。 
有 ・ 無  

敷地境界から距離（バッファーゾーン）をとって

アレイを配置している。 
有 ・ 無  

景
観
に
関
す
る
対
策 

敷地境界周辺に植栽を施し、又は周辺部の森林を

残している。 
有 ・ 無  

周辺景観との調和に配慮した発電設備や附帯設備

等の色彩としている。 
有 ・ 無  

既存の発電設備がある場合には、既存設備と新設

設備を同系色にしている。 
有 ・ 無  

動
植
物
や
生
態
系
に
関
す
る
配
慮 

事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育

地がある場合は、対策を検討するに当たり、専門

家に相談している。 

有 ・ 無  

事業区域内に重要な動植物の生息・生育地がある

場合は、その改変を避け、又は改変面積をできる

限り小さくしている。 

有 ・ 無  

事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育

地がある場合は、それらの場所への土砂流入を防

止するとともにみだりに侵入し踏み荒らしたりし

ないようにしている。 

有 ・ 無  

植栽に用いる樹木等は、その地域の在来種とする

よう配慮している。 
有 ・ 無  



重要な動物の繁殖期など特に配慮が必要な時期に

おいては、影響を及ぼさないように工事の時期を

調整している（大きな騒音が生じる工事の回避

等）。 

有 ・ 無  

 

自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
に 

関
す
る
配
慮 

事業区域内に自然との触れ合いの活動の場がある

場合は、その改変面積をできる限り小さくしてい

る。 

 

有 ・ 無  

隣接する自然との触れ合いの活動の場に、造成工

事に伴う土ぼこり、建設機械や工事用車両による

騒音・振動の影響が及ばないように配慮してい

る。 

有 ・ 無  

発電設備の稼働時において隣接する自然との触れ

合いの活動の場に対して影響を及ぼさないよう

に、適切に維持管理している。 

有 ・ 無  

そ
の
他
必
要
と
思
わ
れ
る 

環
境
配
慮
対
策 

 有 ・ 無  

 

  



様式第６号（第７条関係） 

 

説明会報告書（第  回目） 

 

                                 年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 下記のとおり住民説明会を開催しましたので、柴田町自然環境等と再生可能エネルギー 

発電事業との調和に関する条例第１０条第１項の規定により、関係書類を添えて報告します。 

記 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

説 明 会 開 催 日 時       年  月  日  時  分～  時  分 

説 明 会 開 催 場 所  

出 席 者 の 状 況 参加者：   人   説明者：   人 

説 明 会 の 内 容  

地域住民等の意見・要望  

地域住民等の意見・要望

に 対 す る 回 答 
  

添付書類 説明会で配布した資料、参加者の名簿（受付簿） 

 

上記の報告については、説明会の内容と相違ありません。 

（地域の代表者） 

年月日     年   月   日 年月日     年   月   日

氏 名  氏 名  



様式第７号（第７条関係） 

 

確  約  書 

 

   年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１０条第１項

の規定により、事業を実施するに当たり、下記に掲げる事項を遵守し、適切に維持管理し

ていくことを確約します。 

 

記 

１ 事業内容 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

再生可能エネルギー発電設備の種別  発電出力     ｋＷ

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー

発 電 設 備 の 設 置 規 模

基       枚 ・   ｍ

設置面積     ㎡   高さ     ｍ

 

２ 確約内容 

(１) 地域住民等との協調及び連携を図るとともに、地域の環境保全に対し十分配慮い

たします。 

(２) 事業区域の雑草等により隣接の土地に被害を与えないよう対処します。 

(３) 事業によって地域住民等に被害が及ぶ場合は、事業者及び地域住民等間において

誠意をもって解決いたします。 

(４) 事業中止又は事業終了時には、事業者の負担と責任において再生可能エネルギー

発電設備の全部を撤去いたします。 

(５) 再生可能エネルギー発電設備を第三者に譲渡等した場合、当該確約を当方が相手

側に責任をもって承継します。 



様式第８号（第７条関係） 

 

土地所有者等の承諾書 

 

年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

承諾者 住 所 

氏 名             ㊞ 

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

電 話 

 
私は、柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第６条及

び第２１条について説明を受け、その内容について承諾します。 

 

事 業 名  

設 備 の 所 在 地 柴田町 

事前協議書届出年月日 年  月  日 

 

※町使用欄（記入しないでください。） 

 

 

 

 

 

柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 ≪抜粋≫ 

 

（土地所有者等の責務） 

第６条 土地所有者等は、事業区域を適正に管理するとともに、この条例に定める手続の 

実施に協力するよう努めなければならない。  

（事業者が所在不明等になった場合における特例） 

第２１条 事業者が所在不明になった場合又はその組織を解散した場合において土地所有 

者等が当該事業者と異なる者である場合は、当該土地所有者等を事業者とみなして、第 

１６条から第２０条までの規定を適用する。 



様式第９号（第７条関係） 

 

抑制区域の対策に関する申出書 

 

   年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１０条第２項

の規定により、下記のとおり申し出ます。 

 

記 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

抑制区域 想定される影響とその対策 

 

 

 

備考 抑制区域欄には、柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関す

る条例施行規則別表に掲げる抑制区域の中で該当する区域を記入すること。 

 

 

  



様式第１０号（第７条関係） 

 

変更協議届出書 

 

   年  月  日 

 

柴田町長       殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１０条第３項

の規定により、下記の事業の変更について関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

再生可能エネルギー 

発 電 設 備 の 種 別 

１ 太陽光 ２ 風力 ３ 水力 ４ 地熱 ５ バイオマス  

６ その他 

変 更 の 内 容 

変更前 変更後 

  

変 更 理 由 

 

協議届出書提出年月日     年  月  日 

添付書類 

１ 協議届出書類のうち変更に係る書類 

２ 地域住民等に対する説明会の内容が分かる書類 

 

  



様式第１１号（第８条関係） 

 

協議結果通知書 

 

第     号  

   年  月  日  

 

          様 

 

 

                         柴田町長         印 

 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１１条第１項

の規定により（変更）協議が終了したので通知します。 

 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

再生可能エネルギー 

発 電 設 備 の 種 別 

１ 太陽光 ２ 風力 ３ 水力 ４ 地熱 ５ バイオマス 

６ その他 

想 定 発 電 出 力 ｋＷ 

想定年間発電電力量 ｋＷｈ

再生可能エネルギー 

発電設備の設置規模 

基      枚 ・       ｍ

設置面積        ㎡    高さ        ｍ

町 の 意 見 

 

 

 

 

  



様式第１２号（第９条関係） 

 

工事（着手・完了・中止・再開）届出書 

 

   年  月  日 

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１２条の規定

により、工事の着手・完了・中止・再開について届け出ます。 

 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 

発 電 設 備 の 種 別 

 
発電出力 ｋＷ

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 

発 電 設 備 の 設 置 規 模 

基       枚 ・       ｍ

設置面積        ㎡    高さ       ｍ

工 事 の 着 手 ・ 完 了 ・ 

中 止 ・ 再 開 の 年 月 日 
      年  月  日 

工事の中止・再開の理由  

添付書類 

１ 着手又は再開 工事工程表 

２ 完了又は中止 工事写真（施工前、施工中、施工後） 

 
 

  



様式第１３号（第１１条関係） 

 

承 継 届 出 書 

 

   年  月  日  

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 次のとおり事業者の地位を承継したので、柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電

事業との調和に関する条例第１５条の規定により届け出ます。 

 

被承継者に関

す る 事 項 

住 所 又 は 所 在 地  

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名

 

事 業 名  

事業区域 
所 在 地 柴田町 

面 積 ㎡

承 継 年 月 日       年  月  日 

承 継 事 項  

承 継 の 理 由

 

添付書類 

１ 法人の場合は登記事項証明書 

 ２ 個人の場合は住民票抄本 

  



様式第１４号（第１２条関係） 

 

事業終了届出書 

 

   年  月  日  

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１６条第１項

の規定により、下記の事業について関係書類を添えて届け出ます。 

 

終 了 す る 事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

事 業 終 了 年 月 日       年  月  日 

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 

設 備 の 撤 去 及 び 処 分 方 法 
 

 

  



様式第１５号（第１２条関係） 

 

発電設備撤去完了届出書 

 

   年  月  日  

 

柴田町長      殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１６条第２項

の規定により、下記の事業について関係書類を添えて届け出ます。 

 

廃 止 し た 事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

撤 去 完 了 年 月 日       年  月  日 

備 考  

添付書類 撤去完了が分かる写真 

 

 

  



様式第１６号（第１３条関係） 

 

（表面） 

第    号 

身分証明書 

 

所属 

氏名 

（     年  月  日 生） 

 

 この者は、柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

第１７条第１項に規定する立入調査を行う職員であることを証明する。 

         年  月  日交付 

 

                       柴田町長         印 

 有効期限     年  月  日 

 

 

（裏面） 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例（抜粋） 

 

（報告及び立入調査） 

第１７条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し報告若しくは資料の提出

を求め、又は町の職員に事業区域に係る土地に立ち入らせ、当該事業に関する事項に

ついて調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う町の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

 

 

  



様式第１７号（第１４条関係） 

 

助言・指導通知書 

 

第     号 

   年  月  日 

 

 

          様 

 

 

                         柴田町長         印 

 

 

柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１８条第１項

の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町  

再生可能エネルギー 

発 電 設 備 の 種 別 

１ 太陽光 ２ 風力 ３ 水力 ４ 地熱 ５ バイオマス 

６ その他 

想 定 発 電 出 力 ｋＷ

助 言 ・ 指 導 の 内 容  

 

  



様式第１８号（第１４条関係） 

 

勧  告  書 

 

第     号 

   年  月  日 

 

 

          様 

 

 

                        柴田町長         印 

 

 

柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１８条第２項

の規定により、下記の措置を講ずるよう勧告します。 

 

記 

事 業 名  

事 業 区 域 の 所 在 地 柴田町 

再生可能エネルギー 

発 電 設 備 の 種 別 

１ 太陽光 ２ 風力 ３ 水力 ４ 地熱 ５ バイオマス 

６ その他 

想 定 発 電 出 力 ｋＷ

措 置 期 限       年  月  日 

勧 告 の 内 容  

 

  



様式第１９号（第１６条関係） 

 

弁明の機会の付与通知書 

 

第     号 

   年  月  日 

 

          様 

 

 

                         柴田町長         印 

 

 

 下記の件については、   年  月  日付け  第  号の勧告書をもって必要な

措置を勧告しましたが、いまだに改善が認められないことから、柴田町自然環境等と再生

可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１９条第１項の規定により、その事実を

公表する予定です。 

 つきましては、同条第２項の規定により弁明の機会を付与しますので通知します。 

 なお、下記の弁明書の提出期限までに提出されない場合は、下記の公表を予定する事項

を公表します。 

 

記 

１ 公表を予定する事項 

事 業 者 氏 名

（ 名 称 及 び 代 表 者 氏 名 ）

 

事 業 者 住 所 （ 所 在 地 ）  

公表の原因

となった事

業 の 内 容 

事 業 区 域
所 在 地  

面 積 ㎡ 

再生可能エネルギー発電設備の種別  

勧告の内容  

公表の時期       年  月  日 

公表の方法  

 

２ 弁明の機会の付与に関する事項 

弁明書の提出期限       年  月  日 

提 出 先 柴田町      課 

  



様式第２０号（第１６条関係） 

 

公表に係る弁明書 

 

   年  月  日  

 

柴田町長  殿 

 

事業者 住 所 

氏 名            

（法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（署名又は記名押印） 

電 話 

 

 柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１９条第２項

の規定により、次のとおり弁明します。 

 

事 業 名  

事 業 区 域の 所 在 地 柴田町 

公表の原因となった

事業についての弁明 

 

そ の 他 当該 事 案 の 

内容についての弁明 
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